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１．DM企業設立申請
（図１）

２．DM企業設立支店申請
（図２）

３．DM企業変更申請
（図３）

４．DM企業トレーニングコーチ
ドキュメント作成
（説明①）

５．DM企業情報報告レポート
（説明②）



図１：ダイレクトマーケティング（DM）企業申請フロー

DM申告する企業は所在地の
省級商務管理部門へ資料を
提出する①
（１式３部）説明③

省級商務管理部門が却下し、
一定の期間中の修正、
或いは補足を要求

資料不備

企業が2日間内省級主管
部門へ電子化資料を送付
（政府部門が与えた経営
許可証、DM商品生産許可証、
衛生許可証、GMP認可証等
の関連資料はスキャンして
画像フォーマットで送付）

省級主管部門が以下の
業務を行う：
１．DM要望する企業が電子
資料を提出後7仕事日内に
資料をチェックし、問題が
なければ商務部へ電子資料を
送付する
２．企業が書面申請後2仕事日内
企業にIDとパスワードを発行し
企業にオンライン申告をさせる。

国務院主管部門が申請企業の
資料をチェックし、国務院
国家工商行政管理主管部門
を求める

国務院商務主管部門（受付
から90仕事日以内）がDM
申告企業のDM経営範囲の
許非を決定

国務院商務主管部門が書面の
形で同意書の<<DM経営
許可証>>及びシステムのCA
証書を発行し、業界掲示板に
社会的に公報

申告資料を省級商務
主管部門へ返還

批准しない

批准する

資料OK



図２：DM企業支店設立申請フロー

批准された企業が省級商務
主管部門へ省級支店設立
申請資料（1式3部）を提出
説明④

省級商務管理部門が却下し、
一定の期間中の修正、
或いは補足を要求

資料不備

省級主管部門が７仕事日内に
申請資料を国務院商務主管
部門へ伝送

国務院主管部門が申請企業の
資料をチェックし、国務院
国家工商行政管理主管部門
を求める

国務院商務主管部門（受付
から90仕事日以内）がDM
申告企業のDM経営範囲の
許非を決定

国務院商務主管部門が書面の
形で同意し、業界掲示板に
社会的に公報

申告資料を省級商務
主管部門へ返還

批准しない

批准する

資料OK

省級主管部門が７仕事日内に
申請資料を国務院商務主管
部門へ伝送



図３：DM企業変更申請フロー

設立した企業が重大な
変更及び<<DM経営許可証>>
関連事項

省級主管部門が７仕事日内に
申請資料を国務院商務主管
部門へ伝送

申請企業がオンラインで<<
Dm企業重大事項変更申請
表>>を記入し、書面資料を
一緒に省級商務主管部門へ
申告

国務院商務主管部門が
業界掲示板に社会的に公報

批准する

申請企業は商務部DM業界管理
情報システムへログイン

国務院商務主管部門が受付
から90仕事日以内結論を
返す



説明：①DMトレーニングコーチドキュメント作成
Dm企業が自企業のトレーナーの名簿を現地省級商務主管部門を経由して国務院商務主管部門へ送付し
ドキュメント作成する。ドキュメント作成するために、企業が提出する資料は、
１）ドキュメント作成の説明資料；
２）DMトレーナー名簿表（商務部はこの資料を業界管理システムへ公表する）；
国務院商務主管部門が業界掲示板にすでにドキュメント作成したDMトレーナーのリスト公表する
②DM企業情報の申告及びドキュメント化
DM企業は毎月1日～15日間商務部DM業界管理システムへログインし、下記の企業情報登録しなければ
ならない；
１）給与制度と奨励制度；
２）返品制度、直販員及びエンドユーザー返品状況（返品金額を含む）
３）保証金納入状況
４）批准された販売契約サンプル
５）アフターサービス状況（クレーム電話、連絡電話と住所）
６）直販員トレーニング計画及びトレーニング状況
７）直販企業サービスネットの名称、住所、責任者と連絡方法
８）直販企業直販員総人数、名簿及び正式職業、各支店直販員の総数、名簿及び正式な職業
９）直販員トレーナー総人数、及び名簿
１０）直販企業及び直販支店売上実績報告
１１）直販員が取得した報酬状況及び、給与、賞金、各種奨励など掲載的な利益総額、また、企業売上
の占める割合など
１２）企業における重大な訴訟事項及び処理状況
１３）直販商品品種リスト及び品質標準、商品に関わる許可証、衛生許可証など
１４）主管部門が要求するほかの事項
③直販申告企業が所在地省級商務主管部門へ提出する資料：
１）販売範囲拡大の申請
２）直販企業が設立先生表を記入（商務部が業界情報システムへ公表する）
３）<<直販管理条例>>第七、第八条規定に順ずる資料を提出
④批准された企業が省級商務主管部門へ提出する省級支店設立申告資料
１）直販企業が省級支店設立申請表（商務部が境界情報システムへ公表）
２）直販企業が所在省内サービスネット状況及び関係部門が交付の証明資料（添付して送付）
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